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議案第７号 

かずさ水道広域連合企業団規約の制定に関する協議について

 千葉県、木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市における、かずさ水道広域連合企業団

の設置に関するかずさ水道広域連合企業団規約を次のとおり制定することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条第３項の規定により、関係地方公共団体と

協議するに当たり、同法第２９１条の１１の規定により議会の議決を求める。 

平成３０年８月３１日提出 

                           君津市長 鈴 木 洋 

   かずさ水道広域連合企業団規約 

 （広域連合企業団の名称） 

第１条 この広域連合企業団は、かずさ水道広域連合企業団（以下「広域連合企業団」と

いう。）という。 

 （広域連合企業団を組織する地方公共団体） 

第２条 広域連合企業団は、千葉県、木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市（以下「構

成団体」という。）をもって組織する。 

 （広域連合企業団の区域） 

第３条 広域連合企業団の区域は、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、千葉市及び市

原市の区域とする。 

 （広域連合企業団の処理する事務） 

第４条 広域連合企業団は、次に掲げる事務を処理する。 

 (1) 木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市の区域の水道事業の経営に関する事務 

 (2) 広域連合企業団及び千葉県の水道事業への水道用水供給事業の経営に関する事務 

 （広域連合企業団の作成する広域計画の項目） 

第５条 広域連合企業団が作成する広域計画（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第
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２８４条第３項に規定する広域計画をいう。以下同じ。）には、次に掲げる項目につい

て記載するものとする。 

(1) 木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市の区域の水道事業の経営に関すること。 

(2) 広域連合企業団及び千葉県の水道事業への水道用水供給事業の経営に関すること。 

(3) 広域計画の期間及び改定に関すること。 

 （広域連合企業団の事務所の位置） 

第６条 広域連合企業団の主たる事務所は、木更津市潮見二丁目８番地に置く。 

 （広域連合企業団の議会の組織） 

第７条 広域連合企業団の議会の議員（以下｢広域連合企業団議員｣という。）の定数は、

１３人とする。 

 （広域連合企業団議員の選挙の方法） 

第８条 広域連合企業団議員は、構成団体の議会の議員のうちから、構成団体の議会にお

いて選挙する。 

２ 構成団体において選挙すべき広域連合企業団議員の定数は、次のとおりとする。 

(1) 千葉県 １人 

(2) 木更津市 ４人 

(3) 君津市 ３人 

(4) 富津市 ２人 

(5) 袖ケ浦市 ３人 

３ 構成団体の議会における選挙については、地方自治法第１１８条の規定の例による。 

 （広域連合企業団議員の任期） 

第９条 広域連合企業団議員の任期は、当該構成団体の議会の議員としての任期による。 

２ 広域連合企業団議員が構成団体の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失

う。 

３ 広域連合企業団の議会の解散があったとき、又は広域連合企業団議員に欠員が生じた

ときは、前条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。 

 （広域連合企業団の議会の議長及び副議長） 

第１０条 広域連合企業団の議会は、広域連合企業団議員のうちから議長及び副議長１人

を選挙しなければならない。 

２ 議長及び副議長の任期は、広域連合企業団議員の任期による。 
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 （広域連合企業団の執行機関の組織） 

第１１条 広域連合企業団に、広域連合企業長及び副広域連合企業長１人を置く。 

２ 広域連合企業長に事故があるとき、又は広域連合企業長が欠けたときは、副広域連合

企業長がその職務を代理する。 

 （広域連合企業団の執行機関の選任の方法） 

第１２条 広域連合企業長は、構成団体の長（千葉県知事を除く。）のうちから、構成団

体の長が投票によりこれを選挙する。 

２ 前項の選挙は、広域連合企業団の事務所において行うものとする。ただし、これによ

り難いときは、広域連合企業長が別に定めることができる。 

３ 広域連合企業長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。 

４ 副広域連合企業長は、広域連合企業長が広域連合企業団の議会の同意を得て、構成団

体の長（千葉県知事を除く。）のうちからこれを選任する。 

 （広域連合企業団の執行機関の任期） 

第１３条 広域連合企業長及び副広域連合企業長の任期は、構成団体の長としての任期に

よる。 

２ 広域連合企業長及び副広域連合企業長が構成団体の長でなくなったときは、同時にそ

の職を失う。 

 （補助職員） 

第１４条 第１１条に定める者のほか、広域連合企業団に必要な職員を置く。 

 （選挙管理委員会） 

第１５条 広域連合企業団に選挙管理委員会を置く。 

２ 選挙管理委員会は、４人の選挙管理委員をもってこれを組織する。 

３ 選挙管理委員は、構成団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者で、人格が高潔で、

政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合企業団の議会におい

てこれを選挙する。 

４ 選挙管理委員の任期は、４年とする。 

 （監査委員） 

第１６条 広域連合企業団に監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、広域連合企業長が、広域連合企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、

事業の経営管理に関し優れた識見を有する者（次項において「識見を有する者」という。）
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及び広域連合企業団議員のうちから、それぞれ１人を選任する。 

３ 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては４年とし、広

域連合企業団議員のうちから選任される者にあっては広域連合企業団議員の任期によ

る。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。 

 （広域連合企業団の経費の支弁の方法） 

第１７条 広域連合企業団の経費は、料金、企業債、補助金、負担金、出資金、借入金及

びその他の収入をもってこれに充てる。 

２ 前項に定める負担金及び出資金のうち、構成団体が負担すべき額は、次の各号に掲げ

る経費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める負担割合に基づいて算出するものとし、

広域連合企業団の予算において定める。ただし、この負担割合により難いときは、構成

団体が協議により定める負担割合に基づくことができる。 

(1) 第４条第１号の事務に係る経費 水道事業に係る給水量を基準とした負担割合 

(2) 第４条第２号の事務に係る経費 次の表の左欄に掲げる構成団体の区分に応じ、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる負担割合 

構成団体の区分 負担割合 

千葉県 １，０００分の２９２

木更津市 １，０００分の３１１

君津市 １，０００分の１５９

富津市 １，０００分の８５

袖ケ浦市 １，０００分の１５３

 （委任） 

第１８条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合企業長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規約は、総務大臣の許可のあった日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ 施行日から平成３１年３月３１日までの間は、第４条に規定する広域連合企業団の処

理する事務は、同条の規定にかかわらず、同条の規定に関する事務の準備行為とする。 

３ 第１７条第２項の規定にかかわらず、平成３１年４月１日から起算して１０年を経過

するまでの間における水道事業の施設整備に係る木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦
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市の出資金の額は、次の表の左欄に掲げる市の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げ

る出資金の額を限度額とし、広域連合企業団の予算において定める。 

市の区分 出資金の額 

木更津市 ７８３，４００千円

君津市 ３，４３８，０００千円

富津市（富津市拡張事業に係る分を除

く。） 

３，０６０，６００千円

富津市（富津市拡張事業に係る分に限

る。） 

総務省が示す地方公営企業繰出基準に

基づき繰出しの対象として算出される

額 

袖ケ浦市 ９８５，６００千円

 （承継） 

４ 君津広域水道企業団、木更津市水道事業、君津市水道事業、富津市水道事業及び袖ケ

浦市水道事業の事務は、平成３１年４月１日に広域連合企業団が承継する。 

５ 平成３１年３月３１日において、現に君津広域水道企業団が保有する資産等及び債権

債務並びに木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市が保有する水道事業会計の資産等及

び債権債務は、平成３１年４月１日に広域連合企業団が承継する。 


